
 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

北海道農業共済組合十勝統括センター管内施設 

照明器具改修（ＬＥＤ化）工事 

一般競争入札実施要領 

（令和７年７月４日入札） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 

北海道農業共済組合 

（ＮＯＳＡＩ北海道） 



十勝統括センター管内施設照明器具改修（LED化）工事に係る 

入札の実施スケジュールについて 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和７年６月１６日（月）～令和７年６月２７日（金） 

            ＮＯＳＡＩ北海道ホームページにて募集 

公告・公募期間 

            令和７年６月１６日（月）～令和７年６月２７日（金）午後

４時までに、Fax・E メールで都度質問してください。 

質問期間 

            令和７年６月２３日（月）～令和７年６月２７日（金） 

午後４時 

 入札参加申込書に記入のうえ、必要書類を添付し、十勝統括         

センターへ持参または郵送してください。 

（郵送の場合は期限内必着。簡易書留としてください。） 

入札参加申込 

            令和７年７月４日（金）午後２時 

              ＮＯＳＡＩ北海道 十勝統括センター 

            

入札・開札月日 

            落札者の決定後、７日以内 契約締結 

            契約締結後～令和８年３月末日まで 工期 

            令和７年６月２３日（月）午後２時より 

              ＮＯＳＡＩ北海道 十勝統括センター 

工事説明会 

            工事完了後(検収後)、３０日以内に一括支払い 支払条件 

            令和７年６月３０日（月）午後５時までに担当者から電話連

絡します。 

入札参加者の決定 



入  札  要  項  

 

令和 7 年 6 月 16 日 

１．工 事 名   北海道農業共済組合 十勝統括センター管内施設照明器具改修（ＬＥＤ化）工事 

 

２．施 主 名   北海道農業共済組合 組合長理事 伊 藤 榮 一 

   住 所    札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 1 番地 北農ビル 15 階 

   電 話    011-271-7212 

 

  担当事業所   北海道農業共済組合 十勝統括センター 

   住 所    帯広市川西町基線 59 番地 28 

   電 話    0155-59-2006 

   E-mail   tokati_soumug@nosai-do.or.jp 

   担当者    センター長 浦田健一 、業務部次長 中村祐二 、審議役 餌取浩毅 

 

３．工事場所 

  ① 十勝統括センター：帯広市川西町基線 59 番地 28 

  ② 十勝中部支所  ：帯広市基松町基線 35 番地 12 

  ③ 十勝南部支所  ：広尾郡大樹町下大樹 180 番地 1 

  ④ 十勝西部支所  ：上川郡清水町字清水第 1 線 50 番地 41 

  ⑤ 十勝北部支所  ：足寄郡足寄町愛冠 14 番地 20 

  ⑥ 十勝東部支所  ：中川郡豊頃町中央若葉町 23 番地 3 

  ⑦ 十勝東部支所 幕別家畜診療所：中川郡幕別町字軍岡 53 番地 7 

  ⑧ 十勝北西部支所 ：河東郡音更町駒場南 3番地 4 

 

４．工事概要 

  電気設備改修（照明器具ＬＥＤ化）工事 一式 

 （1）設計図書：本入札に関する担当事業所にて配布いたします。配布期間は実施要領と同じです。 

    改修図面  ＝ 58 枚（表紙含む） 

 （2）工事範囲  設計図書の記載による 

 （3）工事条件  別紙工事見積条件指示書による 

 

 

mailto:tokati_soumug@nosai-do.or.jp


５．工   期   着 工        契約締結後 

            完 成        令和 8 年 3 月 末日 

 

６．支払条件   完成後（検収後）、30 日以内に一括支払い 

 

７．工事説明会 令和 7年 6 月 23 日（月） 午後 2 時 

   場 所  北海道農業共済組合 十勝統括センター 2 階会議室 

 

８．実施要領の配布 

(1)  配布期間  令和 7 年 6 月 16 日（月）午前 9 時から令和 7 年 6 月 27 日（金）午後 4 時まで 

          （正午から午後 1 時、土日祝日を除く） 

(2)  配布場所  本入札に関する担当事業所、及びＮＯＳＡＩ北海道ホームページからのダウンロ

ードも可能です。 

 

９．入札参加者資格 

  下記の要件を満たす者 

(1)  北海道建設部が所管する令和７・８年度建設工事等競争入札参加資格者名簿（建築工事資格者

名簿）において、Ａランク以上の者。 

(2)  「入札参加申込書」を指定した期日までに提出した者 

(3)  地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者で

あること及び税金、公共料金等を滞納していない者。 

(4)  会社更生法、民事再生法等に基づく更生、再生手続きを行っていない者。 

(5)  暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)に規定されない者。 

 

10．入札参加申込及び入札参加の決定 

(1)  申込期間  令和 7 年 6 月 23 日（月）～令和 7 年 6 月 27 日（金）午後 4 時まで 

(2)  提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は、期限内必着。簡易書留としてください） 

(3)  送付先   本入札に関する担当事業所 

(4)  提出書類  証明書は申込日から 3 ヶ月以内に発行されたものに限ります。提出書類に使う印

鑑は全て実印としてください。 

          ①入札参加申込書（様式第 1号） 

          ②添付書類  

           ・印鑑証明書 

           ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

(5)  入札参加の決定  令和 7 年 6 月 30 日（月）午後 5 時までに担当者より連絡をします。 



11．質疑回答方法 

(1)  日 時  令和 7 年 6 月 27 日（金） 午後 4時まで 

(2)  場 所  北海道農業共済組合 十勝統括センター 

(3)  質疑方法  E-mail とする。（やむを得ない場合は FAX 可） 

           ・質疑書に担当者名を必ず記入のこと。 

(4)  回答方法  E-mail で送信。 

           ・受領確認後、その旨をメールにて返信すること。 

 

12．入札の日程及び方法 

(1)  日 程  令和 7 年 7 月 4 日（金）午後 2 時より 

(2)  場 所  北海道農業共済組合 十勝統括センター 2 階会議室 

(3)  方法及び留意事項 

    ① 入札者は指定の日程･場所に出頭し、入札書を提出する。（様式第 2 号） 

      ア．入札金額は本体金額とし、消費税は除くこと。 

    ② 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出する。（様式第 3 号） 

    ③ 下記に該当する者の入札は無効とする。 

         ア．入札参加の資格のない者。  

         イ．代理人で委任状を提出しない者。  

         ウ．記載金額を加除訂正した入札のとき。  

         エ．入札に必要な事項を記入していない者。    

         オ．同時に 2 つ以上の入札書を提出した者。  

         カ．入札に関して不当な行為を行った者。  

    ④ 入札保証金  必要としない。 

    ⑤ 入札回数は 3回までとし、次の方法により請負者を決定する。 

         ア．3 回以内に予定価格に達した最低価格入札者。 

         イ．3 回入札を行っても予定価格に達しない場合は、その後の方針を協議の上、決定する。 

         ウ．同額の入札書の提出があった場合は、抽選にて決定する。 

 

13．契   約   工事請負契約書及び約款をもって、速やかに締結する。 

              契約書は請負業者にて 2 部作成し、うち 1 部の印紙代を負担すること。 

 

14．工事保険   請負者は、工事に必要な保険に加入すること。 

 

15．保 安 等   近隣の居住者及び所有者への保安（道路を含む）及び振動･騒音には、充分な対策を講

じて工事を行う。 

        もし、これらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負者の責任において

解決すること。 

 

 



16．特約事項   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に該当する場合は、法律に則り適正に

処理すること。 

 

17．諸 手 続   工事に関する手続等は、全て請負業者の責任で行う。 

 

18．そ の 他 

(1)  設計図書の返却  貸与した設計図書は、入札時に返却する。 

(2)  契約書の作成  請負者の費用で作成する。 

 

以  上  


